
様式第３号の３

小山町健康寿命を延ばそう条例（案）への御意見と町の考え方

該当箇所 意見の概要 町の考え方 反映結果

（１）基本理念 企業も追加し、理念を共有

したほうがいい。

保健施策に取り組むため

には、企業との連携も必要

であるため、御意見を反映

します。

条例の制定理由

及び基本理念に

「町内事業者」を

追加します。

（５）保健医療機

関の役割の次

町内企業の役割を追加し

た方がいい。

上記のとおり、御意見を

反映します。

「町内事業者の

役割」を追加しま

す。

（６）保健計画 「健康で長生きするための

アクションプラン」を作成す

る機関として、町長マニフェ

ストには「人生 100 年時代

構想委員会を設置」とある

が、位置づけがぼんやりして

いるため、役割を条文で明記

してはどうか。

本条例は、健康長寿社会

の実現を目的とした最上位

の方針を位置づける理念条

例です。

保健計画は、理念条例を

具体化し、いつまでに何を

目指すかという目標を設定

するするものです。

アクションプランは、計

画で定めた目標を実現する

ための具体的な手段になり

ます。また、保健計画には

「健康寿命の延伸につなが

る具体的な行動等をまとめ

たアクションプラン（行動

計画）を人生100年時代構

想委員会で策定し、町民等

に周知・啓発を行い、実践

を促します。」と明記してい

ます。

このように、条例、計画、

アクションプランは、３つ

の階層構造となっているこ

とから、条例で明記する必

要はないと考えます。

反映できませ

ん。



（６）保健計画 保健計画を条例で明記し

てしまうと将来変更が難し

い。

健康増進法第８条第２項

に「市町村は、基本方針及

び都道府県健康増進計画を

勘案して、当該市町村の住

民の健康の増進の推進に関

する施策についての計画を

定めるよう努めるものとす

る。」とあり、計画を定める

ことは、努力義務となって

います。条例に明記するこ

とで、計画の実施に対して、

町の責任を明確にします。

また、計画では令和１２

年度に見直しを行う予定で

あることから、必要に応じ

て条例も見直します。

反映できませ

ん。

（７）保健施策の

基本事項

「各種健診及び検診の受診

率の向上を推進すること」に

「特定保健指導」を追加した

方がいい。

健康診断等の後に実施す

る保健指導は一体的である

ことから、御意見を反映し

ます。

保健施策の基本

事項の一つを「各

種健診及び検診並

びに特定保健指導

の受診率の向上を

推進すること。」と

します。


